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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
富山県地域防災計画（地震・津波災害編）用語例 

 
１ 防災関係機関の用語例 
（１） （略） 
（２）指定地方行政機関：災害対策基本法（以下「災対法」とい

う。）第２条第４号で定める行政機関
であり､本計画では､富山県を管轄す
る管区警察局、総合通信局、財務局、
地方厚生局、都道府県労働局、地方農
政局、森林管理局、経済産業局、産業
保安監督部、地方整備局、地方運輸局、
地方航空局、地方測量部、管区気象台
及び管区海上保安本部をいう。 

 
（３）指 定 公 共 機 関：災対法第２条第５号で定める公共機関

であり、本計画では、日本郵便株式会
社、日本銀行富山事務所、西日本旅客
鉄道株式会社、中日本高速道路株式会
社、西日本電信電話株式会社、株式会
社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、
ソフトバンクモバイル株式会社、日本
赤十字社、日本放送協会、独立行政法
人国立病院機構、北陸電力株式会社、
関西電力株式会社及び日本通運株式
会社をいう。 

 
（４）指定地方公共機関：災対法第２条第６号で定める公共機関

等であり、本計画では、富山地方鉄道
株式会社、あいの風とやま鉄道株式会
社、加越能バス株式会社､日本海ガス
株式会社、高岡ガス株式会社、一般社
団法人日本コミュニティーガス協会
北陸支部、一般社団法人富山県エルピ
ーガス協会、一般社団法人富山県トラ
ック協会、北日本放送株式会社、富山

富山県地域防災計画（地震・津波災害編）用語例 
 

 
 
（２）指定地方行政機関：災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号。以下「災対法」という。）第２条第
４号で定める行政機関であり､本計画
では､富山県を管轄する管区警察局、総
合通信局、財務局、地方厚生局、都道
府県労働局、地方農政局、森林管理局、
経済産業局、産業保安監督部、地方整
備局、地方運輸局、地方航空局、地方
測量部、管区気象台、管区海上保安本
部及び地方環境事務所をいう。 

（３）指 定 公 共 機 関：災対法第２条第５号で定める公共機関
であり、本計画では、日本郵便株式会
社、日本銀行、西日本旅客鉄道株式会
社、中日本高速道路株式会社、西日本
電信電話株式会社、株式会社ＮＴＴド
コモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバン
ク株式会社、日本赤十字社、日本放送
協会、独立行政法人国立病院機構、北
陸電力株式会社、北陸電力送配電株式
会社、関西電力株式会社、関西電力送
配電株式会社及び日本通運株式会社
をいう。 

（４）指定地方公共機関：災対法第２条第６号で定める公共機関
等であり、本計画では、富山地方鉄道
株式会社、あいの風とやま鉄道株式会
社、加越能バス株式会社､日本海ガス株
式会社、高岡ガス株式会社、一般社団
法人日本コミュニティーガス協会北陸
支部、一般社団法人富山県エルピーガ
ス協会、一般社団法人富山県トラック
協会、北日本放送株式会社、富山テレ

 
 
 
 
<各編共通> 
記載の適正
化 
 
 
 
<各編共通> 
指定地方行
政機関の追
加 
 
 
 
<各編共通> 
記載の適正
化 
<各編共通> 
商号変更の
ため 
<各編共通> 
分社化のた
め 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
テレビ放送株式会社、株式会社チュー
リップテレビ、株式会社北日本新聞
社、富山新聞社、富山エフエム放送株
式会社、一般社団法人富山県ケーブル
テレビ協議会、公益社団法人富山県医
師会、公益社団法人富山県看護協会、
公益社団法人富山県薬剤師会、一般社
団法人富山県歯科医師会、社会福祉法
人富山県社会福祉協議会、土地改良区
及び指定水防管理団体をいう。 

 
（５） （略） 
 
２ （略） 
 
第１章 総則 

ビ放送株式会社、株式会社チューリッ
プテレビ、株式会社北日本新聞社、株
式会社北國新聞社、富山エフエム放送
株式会社、一般社団法人富山県ケーブ
ルテレビ協議会、公益社団法人富山県
医師会、公益社団法人富山県看護協会、
公益社団法人富山県薬剤師会、一般社
団法人富山県歯科医師会、社会福祉法
人富山県社会福祉協議会、土地改良区
及び指定水防管理団体をいう。 

 
 
 
<各編共通> 
記載の適正
化 

第１節 （略）   
第２節 防災の基本方策   
第１ （略）   
第２ 防災の各段階における基本方策 
 １ 計画的で周到な地震・津波災害予防対策 
 （１）～（２） （略） 
 （３）日常から地震・津波に備えるために、防災意識の高揚、

自主防災組織の育成強化、実践的な防災訓練や計画的かつ
継続的な研修の実施・充実、要配慮者※１に対する防災上
の措置等により防災行動力を向上させるとともに、地震・
津波に関する調査研究の推進、地域危険度調査研究の促進
により調査研究を一層充実する。 

 

 
 
 
 （３）日常から地震・津波に備えるために、過去の災害対応の

教訓の共有を図るなど、防災意識の高揚、自主防災組織の
育成強化、実践的な防災訓練や計画的かつ継続的な研修の
実施・充実、要配慮者※１に対する防災上の措置等により防
災行動力を向上させるとともに、地震・津波に関する調査
研究の推進、地域危険度調査研究の促進により調査研究を
一層充実する。 

 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第３節 防災関係機関等の責務   
第１ （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第２ 防災関係機関等の業務大綱 
１ 防災関係機関の業務大綱 
（１） 県 

（２）市町村 

 
 
 

 

 

 
 
 
<各編共通> 
字句修正 
【気象台】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 富山県防災会議に関すること

２ 災害対策の組織の整備に関すること

３ 気象予警報等の情報伝達に関すること

４ 災害に関する情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること

５ 被災者の救援、救護に関すること

６ 自衛隊及び他都道府県に対する応援要請に関すること

７ 災害時における交通規制及び輸送確保に関すること

８ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること

９ 浸水、土砂崩れ等に対する応急措置に関すること

10 非常食、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること

11 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること

12 児童、生徒、学生に対する応急教育に関すること

13 災害時における犯罪の予防、取締りなど社会の秩序維持に関すること

14 被災産業に対する融資等に関すること

15 市町村等が処理する災害対策の総合調整に関すること

事　務　又　は　業　務　の　大　綱

１ 市町村防災会議に関すること

２ 災害対策の組織の整備に関すること

３ 気象予警報等の情報伝達に関すること

４ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること

５ 避難の勧告、指示等に関すること

６ 被災状況の情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること

７ 被災者の救助、救護に関すること

８ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること

９ 消防活動及び水防対策に関すること

10 水道事業の災害対策に関すること

11 児童、生徒に対する応急教育に関すること

12 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること

13 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること

14 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること

15 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること

16 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること

17 要配慮者の避難支援に関すること

事　務　又　は　業　務　の　大　綱

１ 富山県防災会議に関すること

２ 災害対策の組織の整備に関すること

３ 災害予警報等の情報伝達に関すること

４ 災害に関する情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること

５ 被災者の救援、救護に関すること

６ 自衛隊及び他都道府県に対する応援要請に関すること

７ 災害時における交通規制及び輸送確保に関すること

８ 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること

９ 浸水、土砂崩れ等に対する応急措置に関すること

10 非常食、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること

11 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること

12 児童、生徒、学生に対する応急教育に関すること

13 災害時における犯罪の予防、取締りなど社会の秩序維持に関すること

14 被災産業に対する融資等に関すること

15 市町村等が処理する災害対策の総合調整に関すること

事　務　又　は　業　務　の　大　綱

１ 市町村防災会議に関すること

２ 災害対策の組織の整備に関すること

３ 災害予警報等の情報伝達に関すること

４ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること

５ 避難の勧告、指示等に関すること

６ 被災状況の情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること

７ 被災者の救助、救護に関すること

８ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること

９ 消防活動及び水防対策に関すること

10 水道事業の災害対策に関すること

11 児童、生徒に対する応急教育に関すること

12 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること

13 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること

14 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること

15 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること

16 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること

17 要配慮者の避難支援に関すること

事　務　又　は　業　務　の　大　綱
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（３）地方指定行政機関 
（略）  

国土地理院 

北陸地方測量

部 

１ 防災に関する情報の収集、地理空間情報提供に関す

ること 

２ 災害時における被害情報の収集・把握に役立つ地理

空間情報の提供、災害復旧・復興のための緊急測量の実

施に関すること 

３ 災害復旧・復興のための公共測量に関する指導・助

言 

(追加) 

 

 

 

（４）指定公共機関 
（略）  

中日本高速道

路株式会社 

金沢支社 

１ 北陸自動車道（木之本ＩＣ～朝日ＩＣ）及び東海北

陸自動車道（白川郷ＩＣ～小矢部砺波ＪＣＴ）の維持、

管理、修繕、改良及び防災対策並びに災害復旧に関する

こと 

西日本電信電

話株式会社 

１ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧

に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保に関すること 株式会社ＮＴ

Ｔドコモ北陸

支社 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

モバイル株式

会社 

（略） 

 

 

（略）  

国土地理院 

北陸地方測量

部 

１ 防災に関する情報の収集、地理空間情報提供に関す

ること 

２ 災害時における被害情報の収集・把握に役立つ地理

空間情報の提供、災害復旧・復興のための緊急測量の実

施に関すること 

３ 災害復旧・復興のための公共測量に関する指導・助

言 

中部地方環境

事務所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及

び提供に関すること 

２ 災害時における廃棄物に関すること 
 

 
（略）  

中日本高速道

路株式会社 

金沢支社 

１ 北陸自動車道（木之本ＩＣ～朝日ＩＣ）、東海北陸

自動車道（白川郷ＩＣ～小矢部砺波ＪＣＴ）及び舞鶴若

狭自動車道（敦賀ＪＣＴ～小浜ＩＣ）の維持、管理、修

繕、改良及び防災対策並びに災害復旧に関すること 

西日本電信電

話株式会社 

１ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧

に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保に関すること 株式会社ＮＴ

Ｔドコモ北陸

支社 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

 

（略）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地、風、雪> 
地方指定行
政機関の追
加 
 
 
 
<地、風、雪> 
字句追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
商号変更の
ため 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 

北陸電力 

株式会社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力供給の確保に関すること 

（追加） 

 

関西電力 

株式会社 

北陸支社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力融通に関すること 

（追加） 

 

（略）  

 
 （５） （略） 
 
（６）指定地方公共機関等 

（略）  

報道機関 

北日本放送㈱ 

富山テレビ放送㈱ 

㈱チューリップテレビ 

㈱北日本新聞社 

富山新聞社 

富山エフエム放送㈱ 

(一社)富山県ケーブルテレビ協議会 

１ 県民に対する防災知識の普及と各種予警報

等の周知徹底に関すること 

２ 災害時における情報、応急対策等の周知徹

底に関すること 

（略）  

 ２ （略） 

北陸電力 

株式会社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力供給の確保に関すること 

北陸電力送配

電株式会社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力供給に関すること 
関西電力 

株式会社 

北陸支社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力融通に関すること 

関西電力送配

電株式会社 

北陸電力本部 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関

すること 

２ 災害時における電力融通に関すること 

（略）  
 
 
 
 

（略）  

報道機関 

北日本放送㈱ 

富山テレビ放送㈱ 

㈱チューリップテレビ 

㈱北日本新聞社 

㈱北國新聞社富山本社 

富山エフエム放送㈱ 

(一社)富山県ケーブルテレビ協議会 

１ 県民に対する防災知識の普及と各種予警報

等の周知徹底に関すること 

２ 災害時における情報、応急対策等の周知徹

底に関すること 

（略）  
 

 
 
 
<各編共通> 
分社化のた
め 
 
 
 
<各編共通> 
分社化のた
め 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
表記を統一
するため字
句修正 
 

第３ （略）   
第４節 社会構造の変化への対応 
 １～５ （略） 
 （追加） 

 
 
 ６ 感染症対策の観点を取り入れた防災 
   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、ホテル・

 
 
<各編共通> 
国防災基本
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
旅館や親戚・知人宅、安全な自宅などに分散して避難するこ
と等についての平時からの周知・広報や、避難所における避
難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対
策を推進する必要がある。 

計画の修正
に伴う変更 
 

第５節 県内の活断層と地震   
第１～第２ （略）   
第３ 過去の地震 
 （略） 
 また、1933 年以降、富山県内の震度観測点において記録した
県内の震度１以上の地震は計 474回（2017年 11月末現在）であ
り、そのうち、震度４以上を記録した地震は９回と全国的にも地
震の少ない県である。 
 （略） 

震度４以上を記録した地震一覧 

発 生 年 震央地名 マグニチ

ュード 

県内の被害等 県内の震度 

（略）     

2013(平成 25) 石川県加賀地方 4.2 被害なし ４：小矢部市 

（追加）     
 

 
 
 また、1933 年以降、富山県内の震度観測点において記録した
県内の震度１以上の地震は計 507 回（2020 年９月末現在）であ
り、そのうち、震度４以上を記録した地震は 10 回と全国的にも
地震の少ない県である。 
 

震度４以上を記録した地震一覧 

発 生 年 震央地名 マグニチ

ュード 

県内の被害等 県内の震度 

（略）     

2013(平成 25) 石川県加賀地方 4.2 被害なし ４：小矢部市 

2020(令和 2) 石川県能登地方 5.5 軽傷 2 ４：富山市、氷

見市、舟橋村 
 

 
 
時点修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時点修正 
 

第４～第７ （略）   
第６節 （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 第２章 地震・津波災害予防対策    
第１節 防災都市づくり   
第１～第２ （略）   
第３ 建築物の耐震不燃化の促進 
 １～２ （略） 
 ３ 建築物の耐震化（県全部局） 
 （１）建築物の耐震性確保 
  ア (略) 

 イ 公共建築物等の耐震性確保 
（ア）（略） 
（イ）国指定文化財及び県指定文化財については、国の「文

化財建造物等の地震時における安全性の確保に関する
指針」に基づき、点検・整備を行うほか、美術館、博物
館に展示収蔵されている資料の破損防止を図るため、展
示照明器具、展示方法、収蔵設備等について耐震診断を
行い、必要に応じて補強する。 

ウ～エ （略） 
（２） （略） 

 （３）耐震性向上の支援措置 
  ア 住宅の耐震改修のための支援措置 
   （ア） （略） 

（イ）木造住宅耐震改修支援事業 

区   分 内   容 

a 対象住宅 

次の要件を満たす住宅 

① 木造の１戸建てで、階数が２以下のもの 

②  昭和 56年５月 31日以前に着工したもの 

③  在来軸組工法によるもの 

b 対象工事 

耐震診断により補強が必要とされた住宅について、 

①建物全体を耐震改修後に、総合判定が 1.0以上となる工事 

②１階部分だけを耐震改修後に、総合判定が 1.0以上となる工事 

③１階の主要居室（寝室、居間等）だけを耐震改修後に、総合判

定が 1.5以上となる工事 

（追加） 

 
 
 
 
 
 
 

（イ）国指定文化財、県指定文化財及び伝統的建造物につい
ては、国の「文化財建造物等の地震時における安全性の
確保に関する指針」等に基づき、点検・整備や耐震診断
を行い、必要に応じて耐震補強を行う。また、美術館、
博物館に展示収蔵されている資料の破損防止を図るた
め、展示照明器具、展示方法、収蔵設備等について耐震
診断を行い、必要に応じて補強する。 

 
 
 
 
 

区   分 内   容 

a 対象住宅 

次の要件を満たす住宅 

① 木造の１戸建てで、階数が２以下のもの 

②  昭和 56年５月 31日以前に着工したもの 

③  在来軸組工法によるもの 

b 対象工事 

耐震診断により補強が必要とされた住宅について、 

①建物全体を耐震改修後に、総合判定が 1.0以上となる工事 

②１階部分だけを耐震改修後に、総合判定が 1.0以上となる工事 

③１階の主要居室（寝室、居間等）だけを耐震改修後に、総合判

定が 1.5以上となる工事 

④建物全体を簡易改修後に、総合判定が 0.7以上となる工事 

 
 
 
 
 
 
 
「伝統的建
造物群の耐
震対策の手
引」が新たに
策定された
ことによる
変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助対象と
なる工事を 
追加したも
の（H31.4～） 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 

c 補助金額 
耐震改修工事に要する経費の３分の１又は市町村が補助する額の

２分の１のいずれか低い額とし、県費の限度額は 30万円とする。  

  （ウ）富山県住みよい家づくり資金融資 

区分 内   容 

a 対象工事 

次の要件を満たす住宅の耐震改修工事を含むリフォーム工事 

① 木造の１戸建てで、階数が２以下のもの 

② 昭和 56年５月 31日以前に着工したもの 

③ 在来軸組工法によるもの 

b 限度額 500万円以内 

c 融資利率 1.7％（固定）（平成 28年 12月現在） 

d 期間 15年以内 

  イ （略） 
  ウ 中小企業施設の耐震化 
    中小企業の防災対策として、県制度融資（設備投資促進

資金）、中小企業高度化資金により耐震・耐火構造の事務
所、工場、店舗等の整備を促進し、災害に強いまちづくり
を進める。 

（ア） 設備投資促進資金 
区   分 内   容 

ａ 対 象 者 

工場、店舗、事務所等の耐震改修等を行う中小企業者 

 

 

 

 

 

ｂ 資 金 使 途 設備資金、運転資金（追加） 

ｃ 限 度 額 5,000万円（うち運転資金 1,000万円） 

ｄ 期 間 
設備資金 10年（うち据置１年）以内 

運転資金５年（うち据置１年）以内 

ｅ  利 率 年 1.65％（平成 31年 1月末現在） 

ｆ 信用保証、担保 金融機関の方法による 

（イ） （略） 
 

c 補助金額 
耐震改修工事に要する経費の５分の２又は市町村が補助する額の

２分の１のいずれか低い額とし、県費の限度額は 50万円とする。  

 （ウ）富山県住みよい家づくり資金融資 

区分 内   容 

a 対象工事 

次の要件を満たす住宅の耐震改修工事を含むリフォーム工事 

① 木造の１戸建てで、階数が２以下のもの 

② 昭和 56年５月 31日以前に着工したもの 

③ 在来軸組工法によるもの 

b 限度額 500万円以内 

c 融資利率 1.7％（固定） 

d 期間 15年以内 

 
 

中小企業の防災対策として、県制度融資（防災・減災対策
促進資金）、中小企業高度化資金により耐震・耐火構造の事
務所、工場、店舗等の整備を促進し、災害に強いまちづくり
を進める。 
（ア） 防災・減災対策促進資金 

 
 

区   分 内   容 

ａ 対 象 者 

自然災害の発生に備え、災害の影響を軽減するための施

設の整備・補強、資機材の導入、燃料の備蓄等を行う中

小企業者で、以下のいずれかに該当するもの 

（１）事業継続計画を策定したもの 

（２）事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画

の認定を受けたもの 

ｂ 資 金 使 途 設備資金、運転資金（運転資金のみは不可） 

ｃ 限 度 額 １億円(うち運転資金 1,000万円) 

ｄ 期 間 
設備資金 15年（うち据置１年）以内 

運転資金７年（うち据置１年）以内 

ｅ  利 率 年 1.15％（令和２年７月末現在） 

ｆ 信用保証、担保 金融機関の方法による 

補助限度額
を引き上げ
た も の
（H31.4～） 
 
 
 
 
 
利率の変動が

頻繁にない 

ため、削除 

 
 
本年度より、
防災・減災対
策促進資金
を創設した
ため 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第４  市街地の再開発（県土木部、市町村） 
 １～３ （略） 
 ４ 県及び市町村は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した

大規模盛土造成地マップを作成・公表するよう努めるととも
に、滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成地において、宅
地の耐震化を実施するよう努めるものとする。 

 
 
４ 県及び市町村は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した
大規模盛土造成地マップを作成・公表するよう努めるととも
に、滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成地において、宅
地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努めるものと
する。 

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２節 都市基盤等の安全性の強化   
第１ （略）   
第２ ライフライン施設の安全性強化 
また、都市整備計画にあわせ、共同溝・電線類共同溝の整備に

努めるとともに、ライフライン機関相互や防災関係機関との情報
連絡体制を強化する。 
（追加） 
 
 
 

 １ 電力施設における災害予防対策（企業局、北陸電力、関西
電力） 

 （１）～（２） （略） 
 ２ ガス施設における災害予防対策（中部経済産業局、中部近

畿産業保安監督部、県生活環境文化部、日本海ガス、高岡ガ
ス、（一社）日本コミュニティーガス協会北陸支部、（一社）
富山県エルピーガス協会） 

（１） （略） 
（２） ＬＰガス 
 ア （略） 
 イ 感震機能付き安全器具の普及促進 

    販売店等は、ガス漏れ又は火災防止のため、ガス放出防 
止型高圧ホース、感震器付ガスメーター又は耐震自動ガス
遮断器、ガス放出防止器及び Si センサーコンロ※の普及
促進に努める。 

  ウ （略） 
３～５ （略） 

 
 
 
 
さらに、県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を

図るため、多様なライフライン機関を一堂に会して災害時の連携
体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努め
るものとする。 
１ 電力施設における災害予防対策（企業局、北陸電力、北陸電
力送配電、関西電力、関西電力送配電） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

販売店等は、ガス漏れ又は火災防止のため、ガス放出防
止型高圧ホース、感震器付ガスメーター又は対震自動ガス
遮断器、ガス放出防止器及び Si センサーコンロ※の普及
促進に努める。 

 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
<地・風・雪> 
分社化のた
め 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誤字修正 
 
 

第３～第５ （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第３節 （略）    
第４節 防災活動体制の整備   
第１ 防災拠点施設の整備 
県は、広域的な災害時において、災害対策本部のバックアップ

機能やヘリポート等を備えた、応援の後方支援基地として、また、
平常時においては、地域住民に対する防災に関する教育・訓練実
施の場ともなる広域拠点施設の整備・充実に努める。 
 また、市町村は、自主防災活動の拠点､避難施設､備蓄倉庫等を
備えた地域防災拠点の整備に努める。 
 １～５ （略） 
（追加） 

 
県は、広域的な災害時において、災害対策本部のバックアップ

機能やヘリポート等を備えた、応援の後方支援基地として、また、
平常時においては、地域住民に対する防災に関する教育・訓練実
施の場ともなる広域拠点施設の整備・充実に努める。 
 また、市町村は、自主防災活動の拠点、避難施設、備蓄倉庫を
備えた地域防災拠点の整備に努める。 
 
 ６ 防災機能を有する道の駅の整備（北陸地方整備局、県土木

部、市町村） 
 国、県及び市町村は、防災機能を有する道の駅を地域の防
災拠点として位置付け、その機能強化に努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 

第２ （略）   
第３ 通信連絡体制の整備 
県をはじめとした防災関係機関は、災害時の通信連絡手段を確

保するため、情報通信施設の耐震性の強化、情報通信施設の非常
用電源設備の整備など停電対策、情報通信施設の危険分散、衛星
携帯電話や公衆無線LAN等の無線を活用したバックアップ等の通
信路の多ルート化の推進に努める。 
また、緊急情報連絡体制を確保するため、無線通信ネットワー

クの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワークを強化
する。 
（略） 
特に、災害時に孤立するおそれのある市町村で停電が発生した

場合に備え、衛星携帯電話などにより、当該地域の住民と当該市
町村との双方向の情報連絡体制を確保するよう留意する。 
 （略） 

 
県をはじめとした防災関係機関は、災害時の通信連絡手段を確

保するため、情報通信施設の耐震性の強化、情報通信施設の非常
用電源設備の整備など停電対策、情報通信施設の危険分散、衛星
通信や公衆無線LAN等の無線を活用したバックアップ等の通信路
の多ルート化の推進に努める。 
また、緊急情報連絡体制を確保するため、防災行政無線等の無

線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネ
ットワークを強化する。 
（略） 
特に、災害時に孤立するおそれのある市町村で停電が発生した

場合に備え、衛星通信などにより、当該地域の住民と当該市町村
との双方向の情報連絡体制を確保するよう留意する。 
 

<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 １～２ （略） 
 ３ 通信連絡体制の整備充実（県総合政策局、市町村） 
 （１）～（３） （略） 
（４）市町村防災行政無線の整備促進 

   （略） 
また、市町村は、住民に対する災害時の情報の迅速かつ

的確な収集伝達を図るため市町村防災行政無線に加えて、
孤立化が懸念される山間地集落等地域の実情に応じて衛
星携帯電話の整備に努めるとともに、携帯端末の緊急速報
メール機能、災害情報共有システム（Ｌアラート）等の伝
達手段の多重化・多様化に努めるものとする。 

    （資料「７－３ 市町村防災行政無線施設設置状況」） 
 （５）非常通信体制の強化 
    県は、県防災行政無線のほか、防災相互無線、衛星携帯

電話、携帯電話等の整備充実に努める。 
    （略） 
 （６）～（７） （略） 
 ４ （略） 

 
 
 
 
 

また、市町村は、住民に対する災害時の情報の迅速かつ
的確な収集伝達を図るため市町村防災行政無線に加えて、
孤立化が懸念される山間地集落等地域の実情に応じて衛
星通信の整備に努めるとともに、携帯端末の緊急速報メー
ル機能、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の伝達手
段の多重化・多様化に努めるものとする。 
 （資料「７－３ 市町村防災行政無線施設設置状況」） 

 
    県は、県防災行政無線のほか、防災相互無線、衛星通信、

携帯電話等の整備充実に努める。 

 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
表記を統一
するため字
句修正 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第４ 業務継続体制の確保 
 （略） 
市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から

災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を
遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に
努めるものとする。 
 （追加） 

 
 
 
 
 
 
県、市町村及びライフライン事業者は、発災後の円滑な応急対

応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災
害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める
ものとする。また、県、市町村は、退職者（自衛隊等の国の機関
の退職者も含む。）の活用等の人材確保方策をあらかじめ整える
ように努めるものとする。 
県、市町村は、土木・建築職などの技術職員が不足している市

町村への中長期派遣等による支援を行うため、技術職員の確保及
び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。 
 
 

 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第５ 緊急輸送ネットワークの整備 
 １ 輸送拠点施設の確保（県関係部局、市町村） 

県内における主な輸送拠点施設 

区   分 名    称 所  在  地 

陸上輸送拠点施設 富山市中央卸売市場 富山市掛尾町 500 

（以下、略）  

 
 ２ 緊急道路ネットワークの確保（県土木部） 
 （１）～（３） （略） 

緊急通行確保路線図（平成 31年４月） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３ （略） 
 ４ 緊急航空路の確保（県観光・交通・地域振興局、県厚生部、

県警察本部、市町村） 
   （略） 
５ （略） 

 
 

県内における主な輸送拠点施設 

区   分 名    称 所  在  地 

陸上輸送拠点施設 富山市公設地方卸売市場 富山市掛尾町 500 

（以下、略）  

 
 
 
   緊急通行確保路線図（令和２年４月） 

 
 
４ 緊急航空路の確保（県観光・交通振興局、県厚生部、県警
察本部、市町村） 

 
 
 
 
名称変更 
 

 

 

 

 

 
時点修正 
【道路課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
県機構改革
に伴う変更 
 

第６ 航空防災体制の強化 
 １ 航空防災活動のための環境整備（県総合政策局、県厚生部、

県警察本部、市町村） 
（１） （略） 
（２） 震災時の広域即応体制の整備 

震災時において、他県市からのヘリコプター等の応援 

 
 
 
 
 

震災時において、他県市からのヘリコプター等の応援 

 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
が円滑に行われるよう、全国に配備されているヘリコプタ
ーの運航情報や県内を含む全国各地の場外離着陸場の位
置、面積、使用条件等をオンラインで結ぶネットワーク「ヘ
リコプター運航管理システム」を活用する。 
（略） 
 

 ２ 消防防災ヘリコプター「とやま」の緊急運航体制（県総合 
政策局、市町村） 

（１） 緊急運航要請 

（略） 
（２）～（４） （略） 
３ （略） 
４ 富山県ドクターヘリの緊急運航体制（県厚生部） 
（１） 緊急運航要請 

（略） 

が円滑に行われるよう、全国に配備されているヘリコプタ
ーの運航情報や県内を含む全国各地の場外離着陸場の位
置、面積、使用条件等をオンラインで結ぶネットワーク「ヘ
リコプター動態管理システム」を活用する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

字句修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
令和２年４
月１日より
所長を配置
（これまで
は消防課長
が所長を兼
務）併せて運
行責任者に
名称を変更 
【消防課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
緊急消防援
助隊の応援
等の要請等
に関する要
綱（消防庁）

  ①要請（電話・ＦＡＸ等） ②要請の報告

要請者 ドクターヘリ基地病院 災害対策本部

市町村 ④出動可否 富山県立中央病院 ③出動可否決定 医務班

消防本部 航空班

⑥緊急活動報告 ⑦緊急活動報告 災害医療対策チーム

現場 ⑤出動

 

⑤要請の報告

1

2

3

⑦緊急活動報告

①要請（電話・FAX等）

④出動可否決定

⑧緊急活動速報

③要請報告

要請者

市町村

消防本部

防災航空センター

TEL 076-495-3060

FAX 076-495-3066

⑤出動可否回答

総括管理者

夜　　間

富山市消防局 所長

（通報順位）

（電話自動転送） 防災航空センター職員

運航責任者

現場

⑥出動

隊長

副隊長

②出動態勢指示

⑤出動指示
（緊急運航移行指示）

消防防災航空隊

 ①要請（電話・ＦＡＸ等） ②要請の報告

要請者 ドクターヘリ基地病院 災害対策本部

市町村 ④出動可否 富山県立中央病院 ③出動可否決定 医務班

消防本部 航空班

⑥緊急活動報告 ⑦緊急活動報告 災害医療対策チーム

現場 ⑤出動

航空運用調整班 

⑤要請の報告

1

2

3

現場

⑥出動

隊長

副隊長

②出動態勢指示

⑤出動指示
（緊急運航移行指示）

消防防災航空隊

FAX 076-495-3066

⑤出動可否回答

総括管理者

夜　　間

富山市消防局 所長代理

（通報順位）

（電話自動転送） 防災航空センター職員

運航管理責任者

⑦緊急活動報告

①要請（電話・FAX等）

④出動可否決定

⑧緊急活動速報

③要請報告

要請者

市町村

消防本部

防災航空センター

TEL 076-495-3060

航空班 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 （２） （略） 
 

に準拠 
 
 

第７ 相互応援体制の整備 
 （略） 
 また、応援要請・受入が円滑に行えるよう、情報伝達方法、受
入窓口、指揮系統を明確化するなど、体制の整備に努める。 
 （追加） 
 
 
 
 
なお、県は、消防組織法第 44 条に基づく緊急消防援助隊の応

援を受ける場合の受援計画（平成 19 年３月）を策定し、応援部
隊の受入体制を整えている。 
（略） 

 １ 国の機関等との相互協力 
（１） （略） 
（２）国土交通省等との連携（北陸地方整備局、北陸地方測 

量部、県土木部） 
ア 災害時の相互協力に関する申合せ 

国土交通省北陸地方整備局企画部と新潟県土木部、富山
県土木部、石川県土木部、山形県土木部、福島県土木部、
長野県建設部、岐阜県県土整備部、新潟市、東日本高速道
路(株)新潟支社道路事業部及び中日本高速道路(株)金沢
支社保全サービス事業部とは、「災害時の相互協力に関す
る申し合わせ」（平成 10年 3月 31日締結、平成 22年 3月
4 日改正）を行い、国土交通省所管の法令等に基づき設置
された土木施設等に係わる災害が発生し又は発生するお
それがある場合の相互協力の内容について定めている。 

イ～ウ （略） 
 

２ 地方公共団体間の相互応援 
（追加） 
 

 
 
 
 
そして、県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援

職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うた
めの受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各
業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス
ペースの確保を行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
（２）国土交通省等との連携（北陸地方整備局、北陸地方測 

量部、県土木部） 
   

国土交通省北陸地方整備局企画部と新潟県土木部、富山
県土木部、石川県土木部、山形県土木部、福島県土木部、
長野県建設部、岐阜県県土整備部、新潟市、東日本高速道
路(株)新潟支社道路事業部及び中日本高速道路(株)金沢
支社高速道路事業部とは、「災害時の相互協力に関する申
し合わせ」（平成 10年 3月 31日締結、平成 22年 3月 4日
改正）を行い、国土交通省所管の法令等に基づき設置され
た土木施設等に係わる災害が発生し又は発生するおそれ
がある場合の相互協力の内容について定めている。 
 
 
 

県及び市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対
応が困難な場合に、他の地方公共団体から人員・物資の支援

 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地、風、雪> 
組織名変更
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
（１）～（２） （略） 
 
３ 防災関係機関との相互協力（県各部局、各防災関係機関） 
（１）県と防災関係機関との相互協力 

災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要である
ことから、県は、応急活動及び復旧活動に関し、各関係機
関との協定の締結を推進する。 

 ア～ス （略） 
 セ (一社)富山県産業廃棄物協会との協定 
   県と(一社)富山県産業廃棄物協会とは、平成 17 年９月

12日に「地震等による大規模な災害の発生時における災害
廃棄物の処理等に関する協定」を締結し、地震等の大規模
災害発生時における災害廃棄物の処理等について取り決め
ている。 

   （資料「12－27 地震等による大規模な災害の発生時にお 
ける災害廃棄物の処理等に関する協定」） 

  ソ～う （略） 
（追加） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や廃棄物処理等の協力が速やかに得られるように相互応援
協定の締結に努めるものとする。 
県及び市町村は、被災市区町村応援職員確保システムを活

用した応援職員受け入れの訓練を実施し、システムの習熟、
発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 セ (一社)富山県産業資源循環協会との協定 
   県と(一社)富山県産業資源循環協会とは、平成 17年９月

12日に「地震等による大規模な災害の発生時における災害
廃棄物の処理等に関する協定」を締結し、地震等の大規模
災害発生時における災害廃棄物の処理等について取り決め
ている。 

   （資料「12－27 地震等による大規模な災害の発生時にお 
ける災害廃棄物の処理等に関する協定」） 

   
  え 富山県医療機器協会との協定 
     県と富山県医療機器協会とは、令和２年２月 20 日に

「災害時における医療機器等の供給に関する協定」を締
結し、災害時における医療救護活動に必要な医療機器等
の供給等に関し必要な手続きを取り決めている。 

  お （一社）富山県建築士事務所協会、（公社）富山県建築
士会及び(公社)日本建築家協会北陸支部富山地域会と
の協定 
県と（一社）富山県建築士事務所協会、（公社）富山県

建築士会及び(公社)日本建築家協会北陸支部富山地域会
とは、令和２年４月 22日に「地震災害時における被災建
築物応急危険度判定等の協力に関する協定書」を締結し、
大規模地震発生時における民間の被災建築物応急危険度

計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
協会名改称 
 
 
 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
協定の追加 
 
 
 
<地・風・雪> 
協定の追加 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
（２） 防災機関間の相互協力 

ア （略） 
イ 電力会社間の相互協力 

北陸電力及び関西電力は、各電力会社及び電源開発株
式会社と非常災害対策用資機材の相互融通体制を整えて
いる。 

ウ～エ （略） 
４ （略） 
５ 民間の協力（県各部局、市町村、防災関係機関） 

県、市町村及び防災関係機関は、重機の借上げ、流通備蓄
等の事前契約を行った民間等に対し、災害時に積極的な協力
が得られるよう努めるものとする。 

（追加） 

判定士の参加要請等に関する協力について取り決めてい
る。 
 
 
 

イ 電力会社間の相互協力 
北陸電力、北陸電力送配電、関西電力及び関西電力送

配電は、各電力会社及び電源開発株式会社と非常災害対
策用資機材の相互融通体制を整えている。 
 
 
 
 
 
 

また、県及び市町村は、石油販売業者と、燃料の優先供
給について協定の締結を推進するとともに、平時から受注
機会の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

    さらに、県及び市町村は、災害応急対策への協力が期待
される建設業の担い手の確保・育成に関する取り組みを支
援するものとする。 

 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
分社化のた
め 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
地 94、風 65、雪 66 

第８ 積雪時の震災対策 
（略） 

 このため、県、市町村及び防災関係機関は、積雪・寒冷対策を
推進することにより、冬期にける地震被害の軽減に努める。 
 １ （略） 
 ２ 交通の確保（北陸地方整備局、県土木部、市町村、中日本

高速道路(株)、富山県道路公社） 
 （１）道路交通の確保 
   ア 除雪体制の強化 
   （ア） （略） 
   （イ）積雪寒冷地域に適した道路整備の促進 
      道路管理者は、冬期交通の確保を図るため、道路整

備、雪崩等による交通傷害を予防するための防雪施設
の整備、消融雪施設の整備等を推進する。 

 
（略） 

 このため、県、市町村及び防災関係機関は、積雪・寒冷対策を
推進することにより、冬期における地震被害の軽減に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
      道路管理者は、冬期交通の確保を図るため、道路整

備、雪崩等による交通障害を予防するための防雪施設
の整備、消融雪施設の整備等を推進する。 

 
 
誤字訂正 
 
 
 
 
 
 
 
 
誤字訂正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
   イ （略） 
 ３ （略） 
 

 
 
 

第９ 災害復旧・復興への備え 
 １～３ （略） 
 （追加） 

 
 
 ４ 男女共同参画の視点 
   県及び市町村は、男女共同参画の視点を取り入れた防災体

制の確立に努めるものとする。また、男女共同参画センター
が地域における防災活動の推進拠点となるよう、平常時及び
災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画セ
ンターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部
局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。 

 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 

第５節 救援・救護体制の整備   
第１ 消防力の強化 
 １～２ （略） 
 ３ 救助・救急体制の整備（県総合政策局、県厚生部、県警察

本部、自衛隊、伏木海上保安部、市町村） 
（１） （略） 
（２） 救急体制の整備 
  ア （略） 
  イ 市町村は、救急能力を高めるため、消防力の整備指針

を踏まえ、高規格救急自動車の配備拡充に努める。また、
その配備にあわせて救急隊に救急救命士※４を常時１名
配置できる体制を整えるとともに、救急救命士の技術向
上に向けて研修体制を整備する。さらに、救急隊員にト
リアージ※５などの応急救護研修の実施に努める。 

（３） （略） 
４～５ （略） 

 
 
 
 
 
 
 

イ 市町村は、救急能力を高めるため、救急救命士※４の技術
向上に向けた研修体制を整備する。さらに、救急隊員にト
リアージ※５などの応急救護研修の実施に努める。 

 
 
 
 
 
 
〈各編共通〉 
高規格救急
車は各市町
村で整備が
進み、救急救
命士は各救
急車に１名
以上配備で
きるように
なったため。 

第２ 医療救護体制の整備 
 １～７ （略） 
 ８ 医薬品、血液の供給体制（県厚生部、市町村、日本赤十字

社富山県支部） 
（１）医薬品等の確保 

ア 災害直後の初動期の医薬品等の確保 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（略） 

なお、不足する場合は、富山県医薬品卸業協同組合との「災
害時における医薬品等の供給等に関する協定書」に基づき、
及び薬業関係団体（富山県薬剤師会、富山県薬業連合会等）
や国の協力を得て、調達する。 
 

  イ～エ （略） 
 （２）～（３） （略） 
 
第３ 緊急避難場所・避難所・生活救援物資等の確保 
 （略） 
  また、被災生活が長期化した場合等の生活を確保するため、
あらかじめ生活必需物資の確保等を行う。 

 （追加） 
 
 
 
 
 （１）指定緊急避難場所及び指定避難所の確保 
  ア 指定緊急避難場所及び指定避難所の設置 
    （略） 
    なお、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について

は、地域の人口動態や施設の変更等の状況に応じて適宜見
直すものとする。また、船舶による避難も考慮におくもの
とする。 

   （追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ 指定避難所における施設、設備の整備 

 
なお、不足する場合は、富山県医薬品卸業協同組合との「災

害時における医薬品等の供給等に関する協定書」及び富山県
医療機器協会との「災害時における医療機器等の供給に関す
る協定書」に基づき、薬業関係団体（富山県薬剤師会、富山
県薬業連合会等）や国の協力を得て、調達する。 

 
 
 
 
 
 
 
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレ

スについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられ
るよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しな
がら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努める
ものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

 また、市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症
対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平
常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要
な場合には、ホテルや旅館等の活用やその場合の受入れ態勢
等も含めて検討するよう努めるものとする。 
 さらに、市町村は、避難生活が必要な住民に対しては、避
難所が過密になることを防ぐため、可能な場合には親戚や友
人の家等への分散避難も検討するよう周知に努めるものと
する。 
 

 
<地・風・雪> 
新たに協定
を締結した
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
<各編共通> 
国通知に伴
う改正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
  （ア）指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を

確保し、水、食料、非常用電源、常備薬、炊出し用具、
毛布、暖房用具等避難生活に最低限必要な物資、資機材
を確保するほか、飲料水兼用耐震性貯水槽や備蓄倉庫、
ＬＰガス設備等の整備に努める。 

    （追加） 
 
 
 
  （イ）井戸、仮設（簡易）トイレ、マット、非常用電源、衛

星携帯電話等の通信機器等避難生活に必要な施設、設備
の整備に努めるほか、ラジオ、テレビ等災害情報の入手
に資する機器を整備する。 

  ウ 指定避難所における運営体制の整備 
    （略） 

県は、市町村における避難所運営マニュアル作成を促進
するため、避難所運営マニュアル策定指針を作成する。 
 
 
 

 （２）～（５） （略） 
２ （略） 
３ 物資の確保（県総合政策局、県厚生部、県農林水産部、市
町村、日本赤十字社富山県支部） 

大規模な地震・津波が発生した場合、ライフラインや道
路等の損壊により、流通機構は一時的に麻痺状態になるこ
とが予想される。県及び市町村等は、呉羽山断層帯の被害
想定を踏まえ、被災者に最低限の食料、飲料水及び生活必
需品等の供給が円滑に行えるよう、現物備蓄や流通備蓄の
体制をあらかじめ定めておく必要がある。 
（追加） 
 
 
 
 

 
（ア）指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を

確保し、水、食料、非常用電源、常備薬、マスク、消
毒薬、炊出し用具、毛布、暖房用具等避難生活に最低
限必要な物資、資機材を確保するほか、飲料水兼用耐
震性貯水槽や備蓄倉庫、ＬＰガス設備等の整備に努め
る。 
また、必要に応じ指定避難場所の電力容量の拡大に

努めるものとする。 
  （イ）井戸、仮設（簡易）トイレ、マット、非常用電源、衛

星通信等の通信機器等避難生活に必要な施設、設備の整
備に努めるほか、ラジオ、テレビ等災害情報の入手に資
する機器を整備する。 

 
 
県は、市町村における避難所運営マニュアル作成を促進

するため、避難所運営マニュアル策定指針を作成する。ま
た、避難所における新型感染症対策など、新たな課題が生
じた場合には、速やかに策定指針を改正し、市町村に周知
するよう努めるものとする。 
 
 

３ 物資等の確保（県総合政策局、県厚生部、県農林水産部、
市町村、日本赤十字社富山県支部） 

 
 
 
 
 
 
そして、県及び市町村は、平時から、訓練等を通じて、

物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協
定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等
の確認を行うよう努めるものとする。 
なお、県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがあ

<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
<各編共通>
感染症等対
策に関する
記述を追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
また、震災時に必要不可欠な最低限の食料、飲料水及び

生活必需品については、「個人で備蓄しておくことが基本
である。」という認識により、県及び市町村は、日頃から、
個人備蓄の啓発・奨励を行う。 
（略） 

 （１）～（２） （略） 
 （３）生活必需品の確保 
  ア 生活必需品の備蓄、調達 
  （ア）～（イ） （略） 
 
 
 

（ウ）～（オ） （略） 
 （４） （略） 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 

 ５ 被災者等への的確な情報伝達活動 
    市町村は、被災者等への情報伝達手段として、特に市町

村防災行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備
を図るとともに、有線系や携帯電話も含め、要配慮者にも

る場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用い
て備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されて
いる物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸
送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有す
るなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のため
の準備に努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ウ）県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感
染症対策として、マスク、消毒液等の備蓄を奨励するも
のとする。 

  （エ）～（カ） （略） 
 
（５）電源の確保 
   病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる

重要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能とな
る非常用電源を確保するよう努めるものとする。 

   県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、
電力会社等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、
病院等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機
関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄
量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化
を行うよう努めるものとする。 

 
 
市町村は、被災者等への情報伝達手段として、特に市町

村防災行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備
やＩＰ通信網、ケーブルテレビ網等の活用を図り、災害情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
配慮した多様な手段の整備に努めるとともに、要配慮者、
災害により孤立するおそれのある地域の被災者、帰宅困難
者等、情報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報
伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

 
 
    また、国、県、市町村及び放送事業者等は地震に関する

情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できるよう、
その体制及び施設、設備の整備を図る。 

 
   （追加） 
 
 
 
 
 
 
    なお、国、県及び市町村は、居住地以外の市町村に避難

する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易か
つ確実に受け取ることのできる体制の整備を図る。 

   （略） 
また、国、県及び市町村は、住民等からの問い合わせ等

に対応する体制についてあらかじめ計画しておく。 
    

報を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努めると
ともに、有線系や携帯電話も含め、要配慮者にも配慮した
多様な手段の整備に努めるとともに、要配慮者、災害によ
り孤立するおそれのある地域の被災者、帰宅困難者等、情
報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報伝達でき
るよう必要な体制の整備を図る。 
また、国、県、市町村及び放送事業者等は地震に関する

情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電時も含め
常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整備を図
る。 
電力会社は、停電時にインターネット等を使用できない

被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努
めるものとする。 
国及び電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段

の提供等について利用者への周知に努めるとともに、通信
障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整
備を図るものとする。 
 
 
 
 

    また、国、県、市町村及びライフライン事業者は、住民
等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじ
め計画しておく。 

計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第４～第５ （略）   
第６ 孤立集落の予防 
 １～２ （略） 
 ３ 通信連絡体制の整備（市町村、県警察本部） 
 （１）集落と役場等との連絡体制の整備 
  ア～エ （略） 
  オ 衛星携帯電話の配備 
 ４ （略） 

 
 
 
 
 

オ 衛星通信の配備 

 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第６節 防災行動力の向上   
第１ 防災意識の高揚 
 １ 県民に対する防災知識の普及（県総合政策局、県警察本部、 

市町村） 
（１） （略） 
（２） 普及の内容 
  ア～ウ （略） 
  エ 普段からの心がけ 

（ア）～（キ） （略） 
（追加） 
（ク）～（コ） （略） 

  オ～キ （略） 
 ２ 児童生徒等に対する防災教育（県経営管理部、県教育委員

会、市町村） 
 （１）防災広報の充実 
    県教育委員会は、児童生徒を対象に自らの身を守るため

地震・津波発生時及び平常時の心得を盛り込んだ児童生徒
の発達段階に応じたＰＲパンフレットを発行し、県内の
小、中学校及び高等学校に配布する。 

 （２） （略） 
３～６ （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（ク）自動車へのこまめな満タン給油 
  （ケ）～（サ） （略） 
 
 
 
 

県教育委員会は、児童生徒を対象に自らの身を守るため
地震・津波発生時及び平常心の心得を盛り込んだ児童生徒
の発達段階に応じたＰＲパンフレットを県内の小、中学校
及び高等学校に配布する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
<地・雪> 
実情に合わ
せた変更 
 
 

第２ 自主防災組織の強化 
 １ 地域における自主防災組織の充実（県総合政策局、市町村） 
 （１）～（６） （略） 
 （追加） 
 

 
 
 
 （７） 地区防災計画の策定 
   県及び市町村は、自主防災組織等による地区防災計画の策

定促進に努めるものとする。 

 
 
 
<各編共通> 
地区防災計
画の策定促
進を追記 

第３ （略）   
第４ 要配慮者の安全確保 
 １～２ （略） 
 ３ 外国人の安全確保対策（県観光・交通・地域振興局、市町

村） 
 （１）～（３） （略） 

 
 
３ 外国人の安全確保対策（県総合政策局、県観光・交通振興局、
市町村） 

 
<地・雪> 
県機構改革
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 

第７節 （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第３章 地震・津波災害応急対策    
第１節 応急活動体制   
第１ 県の活動体制 
 １ （略） 
 ２ 県災害対策本部等の設置（県総合政策局） 
（１） （略） 

 （２）組織 
   ア 本部 
   （ア）～（イ） （略） 

県災害対策本部組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
<地・風・雪> 
緊急消防援
助隊の応援
等の要請等
に関する要
綱（消防庁）
に準拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
班

本部員会議

本 部 長

副 本 部 長

（知 事）

（危機管理監）

室 員

各班の班員

本　　部　　室

警察部

総務班員

管財班員

医務班員

建設技術企画班員

公営企業部

（副知事）

広報班員

災害救助班員

土木部

経理部

文教部

各部局長

教育長

警察本部長

企業局長 商工労働部

農林水産部

室 長

本 部 員 会計管理者

公営企業管理者

危機管理監

本部長（知事） 副本部長（副知事）

危機管理部

総合政策部

観光・交通振興部

経営管理部

生活環境文化部

厚生部

各部連絡員

避難者対策特別チーム

被災市町村支援チーム

災害医療対策チーム

航空運用調整班員

警備班員

ボランティア班員

各部連絡員

避難者対策特別チーム

被災市町村支援チーム

災害医療対策チーム

航空班員

警備班員

ボランティア班員

危機管理部

総合政策部

観光・交通部

経営管理部

生活環境文化部

厚生部

本 部 員 会計管理者

公営企業管理者

危機管理監

本部長（知事） 副本部長（副知事）

経理部

文教部

各部局長

教育長

警察本部長

企業局長 商工労働部

農林水産部

室 長

総務班員

管財班員

医務班員

建設技術企画班員

公営企業部

（副知事）

広報班員

災害救助班員

土木部

各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
班

本部員会議

本 部 長

副 本 部 長

（知 事）

（危機管理監）

室 員

各班の班員

本　　部　　室

警察部
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
   （ウ）～（オ） （略） 
   イ～ウ （略） 
（３）～（５） （略） 
（６）災害対策本部室 

ア （略） 
イ 本部室長は、総合政策局長をもって充てる。 
ウ 本部室には、総務班、管財班、広報班、災害救助班、

医務班、建設技術企画班、警備班、ボランティア班、
航空班及び本部長の指示する各班の班員若干名・各部
連絡員並びに本部室長が指名する避難者対策特別チ
ーム、被災市町村支援チーム及び災害医療対策チーム
を配置する。 

エ （略） 
（７） （略） 
（８）非常（緊急）災害現地対策本部との連携 

また、県は、国が開催する連絡会議及び調整会議におい 
て、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握した被災
地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うよう
努めるものとする。 
（追加） 
 
 
 

 （９） （略） 

 
 
 
 

 
イ 本部室長は、危機管理監をもって充てる。 
ウ 本部室には、総務班、管財班、広報班、災害救助班、

医務班、建設技術企画班、警備班、ボランティア班、
航空運用調整班及び本部長の指示する各班の班員若
干名・各部連絡員並びに本部室長が指名する避難者対
策特別チーム、被災市町村支援チーム及び災害医療対
策チームを配置する。 

 
 
 
 
 
 
 
また、県は、国が開催する連絡会議及び調整会議にお

いて、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握した
被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行
うよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 
<全編修正> 
字句修正 
<地・風・雪> 
緊急消防援
助隊の応援
等の要請等
に関する要
綱（消防庁）
に準拠 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２～第５ （略）   
   
第２節 情報の収集・伝達   
第１ 被害状況等の収集・伝達活動 
 １～４ （略） 
 ５ 被害情報の収集活動（県各部局） 
 （１）～（２） （略） 
 （３）ヘリコプター保有機関による上空からの情報収集 

県消防防災ヘリコプター及び自衛隊、国土交通省や海上
保安本部等の航空機の上空からの目視、県消防防災ヘリコ
プター、県警ヘリコプター及び国土交通省ヘリコプターの

 
 
 
 
 （３）ヘリコプター等保有機関による上空からの情報収集 

県消防防災ヘリコプター等及び自衛隊、国土交通省や海
上保安本部等の航空機の上空からの目視、県消防防災ヘリ
コプター、県警ヘリコプター及び国土交通省ヘリコプター
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
ヘリコプターテレビ電送システムにより情報を収集する。 
（追加） 
 
 

 （４）～（10） （略） 
 ６ 被害情報等の収集担当部班（室課）（県各部局） 

被 害 項 目 担 当 部 班 備考（室課名） 

（略）   

鉄道施設被害 観光・交通・地域振興部 地域交通・新幹線

政策班 

総合交通政策室 

空港施設被害 観光・交通・地域振興部 航空政策班 総合交通政策室 

 ７～８ （略） 

のヘリコプターテレビ電送システムにより情報を収集す
る。 
また、無人航空機を保有する機関においては、必要に応

じて撮影等により情報を収集する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

被 害 項 目 担 当 部 班 備考（室課名） 

（略）   

鉄道施設被害 観光・交通振興部 地域交通・新幹線政策班 総合交通政策室 

空港施設被害 観光・交通振興部 航空政策班 総合交通政策室 

 
 

 
 
防災基本計
画の修正を
受けての追
加、修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
県機構改革
に伴う変更 
 
 

第２ 地震及び津波に関する情報の収集・伝達活動 
 １ 地震に関する情報 
 （１） （略） 
（２） 地震情報 

区 分 内 容 

震度速報  地震発生約１分半後、震度３以上を観測した地域名（全国

188地域に区分）と地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する情報

（津波警報、津波注

 震度３以上を観測した場合、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表 

 
 
 
（２） 地震情報の種類、発表基準と内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報  ・震度３以上  地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を 188 地域に区分）

と地震の揺れの検知時刻を速報。  

 
 
 
 
地震情報と
長周期地震
動に関する
情報をまと
める 

 

消防庁

地域衛星通信

ネッ トワ ーク

スーパ ー バード

首 相官邸

内閣府

県庁 （統 制局 ）

放 送 局

呉羽山

ヘ リコプ ター テレ ビ 電 送 システム

（機 上設備 ）

可 搬 ヘ リテ レ 受 信装置 （国 の貸与 ）

＋ 衛星車載局 （県 有 ）

多 重 無線

ヘリ コプ ターテレ ビ電 送 システム

（地 上 設備 ）

富山県消防防災ヘ リ コプ ター ・テ レビ 電送 シス テム

県 民

市町村

 

消防庁

地域衛星通信

ネッ トワ ーク

スーパ ー バード

首 相官邸

内閣府

県庁 （統 制局 ）

放 送 局

呉羽山

ヘ リコプ ター テレ ビ 電 送 システム

（機 上設備 ）

可 搬 ヘ リテ レ 受 信装置 （国 の貸与 ）

＋ 衛星車載局 （県 有 ）

多 重 無線

ヘリ コプ ターテレ ビ電 送 システム

（地 上 設備 ）

富山県消防防災ヘ リ コプ ター ・テ レビ 電送 シス テム

県 民

市町村

可搬ヘリテレ受信装置（国の貸与、県有） 
＋可搬型衛星地球局（県有） 

呉羽山・高岡総合庁舎 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
意報を発表した場

合には発表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があるかもしれ

ないが被害の心配はない」旨を発表 

震源・震度に関する

情報 

 地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震

度３以上の地域名と市町村名を発表 

なお、震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村名を発表 

各地の震度に関す

る情報 

 震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表 

 震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない

地点がある場合は、その地点名を発表 

遠地地震に関する

情報 

 国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生場所

（震源）及びその規模（マグニチュード）を概ね 30分以内に

発表 

マグニチュード 7.0 以上又は都市部等著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に、

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表 

その他の情報  地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報

や顕著な地震の震源要素更新のお知らせなどを発表 

推計震度分布図  震度５弱以上を観測した場合に、観測した各地の震度デー

タをもとに、１km 四方ごとに推計した震度（震度４以上）を

図情報として発表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

震源に関する情

報  

・震度３以上  

・津波警報・注意報発表

又は若干の海面変動が

予想される場合  

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合  

「津波の心配がない」又は「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配は

ない」旨を付加して、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を発

表。  

  

震源・震度に関

する情報（注）  

以下のいずれかを満た

した場合  

・震度３以上  

・津波警報・注意報発表

又は若干の海面変動が

予想される場合  

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合  

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と市

町村毎の観測した震度を発表。  

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表。  

各地の震度に関

する情報  

（注）  

・震度１以上  震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。  

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。  

地震が多数発生した場合には、震度３以

上の地震についてのみ発表し、震度２以

下の地震については、その発生回数を「そ

の他の情報（地震回数に関する情報）」で

発表。  

推計震度分布図  ・震度５弱以上  観測した各地の震度データをもとに、１ 

km四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表。  
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）長周期地震動に関する情報について 

    高層ビルにおける地震時の人の行動の困難さの程度や、 
家具や什器の移動・転倒などの被害の程度が、震度では 
分かりにくいという特徴があるため、気象庁では、高層 
ビル等における地震後の防災対応等の支援を図り、長周 
期地震動による高層ビル内での被害の発生可能性等につ 
いて知らせる長周期地震動に関する情報を発表する。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発 
生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤 
の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間 
も長くなることがある。 

 
 

（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と 

「各地の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。  

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長周期地震動に

関する観測情報  

・震度３以上  高層ビル内での被害の発生可能性等につ

いて、地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）、地域ごと及び地点

ごとの長周期地震動階級等を発表（地震

発生から約20～30分後に気象庁ホームペ

ージ上に掲載）。  

遠地地震に関す

る情報  

国外で発生した地震に

ついて以下のいずれか

を満たした場合等  

・マグニチュード 7.0以

上  

・都市部等、著しい被害

が発生する可能性があ

る地域で規模の大きな

地震を観測した場合  

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね 30分以

内に発表。  

日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表。  

その他の情報  

・顕著な地震の震源要素

を更新した場合や地震

が多発した場合等  

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度１以上を観測

した地震回数情報等を発表。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地震情報と
長周期地震
動に関する
情報をまと
める 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 ２ 津波に関する情報 
（１） 大津波警報・津波警報・注意報 
津波による災害の発生が予想される場合、地震が発生してか

ら約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下
「津波警報等」）を発表。 
 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 
巨大地震の場

合の発表 

大津波警報 
予想される津波の高さが高いと

ころで３ｍを超える場合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 
10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５ｍ） 

津波警報 

予想される津波の高さが高いと

ころで１ｍを超え、３ｍ以下の

場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以上、１ｍ以下の

場合であって、津波による災害

のおそれがある場合 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１ｍ） 
（表記しない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
津波警報等の種類と発表される津波の高さ（注）等  

津波警報等

の種類  
発表基準  

発表される津波の高さ  

想定される被害と取るべ

き行動  
数値での発表  

（津波の高さの予

想の区分）  

巨大地震 

の場合の

発表  

大津波警報  

予想される

津波の高さ

が高いとこ

ろで３m を

超える場合  

10m超  

（10m＜予想高さ）  

巨大  

木造家屋が全壊・流失し、

人は津波による流れに巻

き込まれる。沿岸部や川

沿いにいる人は、ただち

に高台や津波避難ビルな

ど安全な場所へ避難す

る。警報が解除されるま

で安全な場所から離れな

い。  

10m  

（５m＜予想高さ

≦10m）  

５m  

（３m＜予想高さ

≦５m）  

津波警報  

予想される

津波の高さ

が高いとこ

ろで１m を

超え、３m 以

下の場合  

３m  

（１m＜予想高さ

≦３m）  

高い  

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発

生する。人は津波による

流れに巻き込まれる。  

沿岸部や川沿いにいる人

はただちに高台や津波避

難ビルなど安全な場所へ

避難する。警報が解除さ

れるまで安全な場所から

離れない。  

 
 
 
 
 
表現の修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 津波情報 

津波警報等を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想 
される津波の高さ等を発表。 

 
区 分 種 類 内 容 

津波情報 

津波到達予想時刻、予想される津

波の高さに関する情報 

 各津波予報区の津波の到達予想時

刻や予想される津波の高さを発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

 主な地点の満潮時刻・津波の到達

予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 
 沿岸で観測した津波の時刻や高さ

を発表 

沖合の津波観測に関する情報 

 沖合で観測した津波の高さ、及び

沖合の観測値から推定される沿岸ま

での津波の到達時刻や高さを津波予

報区単位で発表 

津波に関するその他の情報 
 津波に関するその他必要な事項を

発表 

  

津波注意報  

予想される

津波の高さ

が高いとこ

ろで 0.2m以

上、１m 以下

の場合であ

って、津波に

よる災害の

おそれがあ

る場合  

１m （0.2m≦予想

高さ≦１m）  

（表記し 

ない）  

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養

殖いかだが流失し小型船

舶が転覆する。海の中に

いる人はただちに海から

上がって、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣りは危

険なので行わない。  

注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近付

いたりしない。  

  ※大津波警報を特別警報に位置付けている。  

（注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時

点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇し

た高さをいう。 
 
 
        

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報（注 

１）  

各津波予報区の津波の到達予想時刻（注２）や予想さ

れる津波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種

類の表に記載）を発表  

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報  

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表  

津波観測に関する情報  沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（注３）  

  

沖合の津波観測に関する情報  沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測

値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さ

を津波予報区単位で発表  

（注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文では

「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表現の修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合に
発表。 

 

 

発表基準 内 容 

津波が予想されないとき（地震情報に含

めて発表） 

 津波の心配なしの旨を発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき

（津波に関するその他の情報に含めて発

表） 

 高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動の

ため被害の心配はなく、特段の防災対応の

必要がない旨を発表 

津波警報等解除後も海面変動が継続する

とき（津波に関するその他の情報に含め

て発表） 

 津波に伴う海面変動が観測されており、

今後も継続する可能性が高いため、海に入

っての作業や釣り、海水浴などに際しては

十分な留意が必要である旨を発表 

 
 
 
 
 
 
（４） （略） 
３ （略） 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到

達する時刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってく

ることもある。  

（注３）津波観測に関する情報の発表内容について  

  ・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測さ

れた最大波の観測時刻と高さを発表する。  

  ・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区におい

て、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、

津波が到達中であることを伝える。 

 

 

   気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれが

ない場合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

 
津波予報の発表基準と発表内容  

発表基準 発表内容 

津波が予想されないとき （地震情報に含

めて発表）  

津波の心配なしの旨を発表  

0.2m未満の海面変動が予想されたとき（注）

（津波に関するその他の情報に含めて発

表）  

高いところでも 0.2m未満の海面変動

のため被害の心配はなく、特段の防災

対応の必要がない旨を発表  

津波注意報の解除後も海面変動が継続す

るとき（注）（津波に関するその他の情報に

含めて発表）  

津波に伴う海面変動が観測されており、 

今後も継続する可能性が高いため、海に入

っての作業や釣り、海水浴等に際しては 

十分な留意が必要である旨を発表  

（注）「0.2m 未満の海面変動が予想されたとき」又は「津波警報等の解除後も海面変動

が継続するとき」に発表する津波予報は、ＸＭＬ電文では「津波警報・注意報・予

報」（VTSE41）で発表される。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表現の修正 
【気象台】 
地 158 
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 ホームページ・
情報配信事業者

気
象
庁
本
庁
　
ま
た
は
　
大
阪
管
区
気
象
台

ＮＴＴ西日本
ＮＴＴ東日本

富山地方気象台

国土交通省富山
河川国道事務所

国土交通省
黒部河川事務所

住
　
　
　
　
民
　
　
　
　
等

富山県　防災・
危機管理課 市町村、

消防本部
総務省消防庁

名古屋地方気象台 中部管区警察局 県警察本部 各警察署

富山テレビ

法令により、富山地方気象台から警報事項を
受領する機関

チューリップ
テレビ

第三管区
海上保安本部

伏木海上保安部 船舶

ＮＨＫ
放送センター

ＮＨＫ
富山放送局

民間放送連盟 北日本放送

第九管区 
海上保安本部 

ホームページ・
情報配信事業者

気
象
庁
本
庁
　
ま
た
は
　
大
阪
管
区
気
象
台

ＮＴＴ西日本
ＮＴＴ東日本

富山地方気象台

国土交通省富山
河川国道事務所

国土交通省
黒部河川事務所

住
　
　
　
　
民
　
　
　
　
等

富山県　防災・
危機管理課 市町村、

消防本部
総務省消防庁

名古屋地方気象台 中部管区警察局 県警察本部 各警察署

富山テレビ

法令により、富山地方気象台から警報事項を
受領する機関

チューリップ
テレビ

第三管区
海上保安本部

伏木海上保安部 船舶

ＮＨＫ
放送センター

ＮＨＫ
富山放送局

民間放送連盟 北日本放送

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
４ 情報の伝達 

 

 ５～７ （略） 
 
 
 

 

 

第３ 通信連絡体制   
 県、市町村及び防災関係機関は、震災応急対策に必要な情報収
集・伝達を迅速、的確に行うため、加入電話や専用線電話など、
通常の通信手段を利用するほか、特に必要があるときは、無線電
話、テレビ・ラジオ、非常通信、インターネット等を利用し、防
災機関相互の通信連絡体制を緊密にし、災害応急活動を円滑に遂
行する。 
 （追加） 
 
 
 
１ （略） 

 
 
 
 
 
 
国及び電気通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原

因、通信施設の被害や復旧の状況等を関係機関に共有するととも
に、国は、通信施設の早期復旧のため、主導的に関係機関との調
整を行うものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
２ 無線電話（県総合政策局、県経営管理部、ＮＴＴドコモ） 

 （１）～（３） （略） 
 （４）衛星携帯電話 
    県は、衛星携帯電話を整備し、積極的に活用する。 
 （５）～（６） （略） 
３ （略） 

 ４ その他（各防災関係機関） 
（１） 利用できる主な施設 

  ア 警察、消防、水防、鉄道、電気その他災害救助法第 11
条で定める業務を行う機関の保有する無線 

通信施設名 通信系統 

（略）  

電気事業用無線 北陸電力(株)、関西電力(株)の各関係機関を結ぶ回線 

 
  イ～ウ （略） 
（２）  （略） 

 
 
 （４）衛星通信 
    県は、衛星通信を整備し、積極的に活用する。 
 
 
 
 
 
 

通信施設名 通信系統 

（略）  

電気事業用無線 北陸電力(株)、北陸電力送配電(株)、関西電力(株)、関西

電力送配電(株)の各関係機関を結ぶ回線 
 

 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
<各編共通> 
分社化のた
め 
 
 

第４ 広報及び広聴活動 
 １ 広報活動（各防災関係機関） 
 （１） （略） 
 （２）広報活動の内容 
  ア 広域災害広報 
    県全域にわたる広域的な災害に関する県民への広報及

び県外への支援要請の広報については、県をはじめとした
各防災関係機関が、防災行政無線、放送、新聞、広報車等
の広報媒体に加え、ケーブルテレビ、インターネット、臨
時のＦＭ放送、携帯端末の緊急速報メール機能等を活用
し、次の事項を中心に広報を実施する。また、多様な媒体
へ迅速に情報を伝達するためＬアラート（災害情報共有シ
ステム）等による伝達手段の多重化・多様化に努めるもの
とする。 

 
（ア）～（カ） （略） 
イ 地域災害広報 

    地域住民への災害に関する広報については、市町村、消
防及び警察をはじめとした防災関係機関が、防災行政無線、

 
 
 
 
 

県全域にわたる広域的な災害に関する県民への広報及 
び県外への支援要請の広報については、県をはじめとした
各防災関係機関が、防災行政無線、放送、新聞、広報車等
の広報媒体に加え、ケーブルテレビ、ウェブサイト、ソー
シャルメディア、携帯端末の緊急速報メール機能、臨時の
ＦＭ放送、チラシの張り出し、配付等の紙媒体等適切な媒
体を活用し、次の事項を中心に広報を実施する。また、多
様な媒体へ迅速に情報を伝達するためＬアラート（災害情
報共有システム）等による伝達手段の多重化・多様化に努
めるものとする。 
 
 
地域住民への災害に関する広報については、市町村、消

防及び警察をはじめとした防災関係機関が、防災行政無線、

 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
広報車、ハンドマイク、掲示板等に加え、ケーブルテレビ、
インターネット、臨時のＦＭ放送、携帯端末の緊急速報メ
ール機能等を活用し、次の事項を中心に広報を実施する。
また、多様な媒体へ迅速に情報を伝達するためＬアラート
（災害情報共有システム）等による伝達手段の多重化・多
様化に努めるものとする。 

 
 （ア）～（カ） （略） 
（３）～（４） （略） 

 ２ （略） 

広報車、ハンドマイク、掲示板、チラシの張り出し、配付
等の紙媒体等に加え、ケーブルテレビ、ウェブサイト、ソ
ーシャルメディア、携帯端末の緊急速報メール機能、臨時
のＦＭ放送等適切な媒体を活用し、次の事項を中心に広報
を実施する。また、多様な媒体へ迅速に情報を伝達するた
めＬアラート（災害情報共有システム）等による伝達手段
の多重化・多様化に努めるものとする。 

 
 

計画の修正
に伴う変更 
 
 

第３節 （略）   
第４節 広域応援要請   
第１ 相互協力   
 １～２ （略） 
 ３ 応援受入体制の確立（県総合政策局、市町村） 
 （１）連絡体制の確保 

県及び市町村は、応援要請が予測される災害が発生し、
又は発生するおそれがある場合には、迅速、的確にその状
況を把握し、国、関係都道府県、市町村等に通報するほか、
必要な情報連絡を行う。 

   （追加） 
 
 
 
 
 （２）～（３） （略） 
 ４ （略） 

 
 
 
 
 
 
 

県の職員は、被災市町村に赴いた際には、災害対応の進捗
状況等を的確に把握するとともに、その状況に応じて、被災
市町村から積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び
都道府県との情報共有を図り、必要な職員の応援が迅速に行
われるよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２ （略）   
第５節 救助・救急活動   
第１～第２ （略）   
第３ 消防応援要請 
 １～２ （略） 

  

３ 消防庁の対応 
消防庁長官は、大規模災害時において知事の要請を待つい

とまがない場合、要請を待たないで、他県等の知事に対し応

３ 消防庁の対応 
消防庁長官は、大規模災害時において知事の要請を待つい

とまがない場合、要請を待たないで、他県等の知事に対し応
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
援のための措置を求めることができることとなっている。 
特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求める必

要がある場合には、自ら市町村長に応援出動等の措置を求め
ることができる。 
また、東海地震等の大規模な災害又は毒性物質の発散など

の特殊な災害等の発生時においては、全国的観点からの緊急
対応のため、消防庁長官は他県の知事等に応援のための措置
をとることを指示することができることとなっている。 
なお、これらの場合、関係知事に速やかにこの旨を通知す

る。また、市町村長は受入体制を整備する。 
 
 
４ 緊急消防援助隊の活動支援情報の整備（市町村） 

 （１）～（２） （略） 
 （３）ヘリコプターによる医療機関への搬送体制に係る情報 
 
 （４）～（５） （略） 
 

援のための措置を求めることができることとなっている。 
特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求める必

要がある場合には、自ら市町村長に応援出動等の措置を求め
ることができる。 
また、南海トラフ地震等の大規模な災害又は毒性物質の発

散などの特殊な災害等の発生時においては、全国的観点から
の緊急対応のため、消防庁長官は他県の知事等に応援のため
の措置をとることを指示することができることとなってい
る。 
なお、これらの場合、関係知事に速やかにこの旨を通知す

る。また、市町村長は受入体制を整備する。 
 
 
 
（３）ヘリコプターによる医療機関への搬送体制に係る情報（ヘ

リコプター離着陸場所位置図、救急搬送医療機関位置図等） 
 
 

 
 
 
 
<各編共通> 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
「富山県緊
急消防援助
隊 受 援 計
画」に準拠 
 
 

第４ （略）   
第６節 医療救護活動   
第１～第６ （略）   
第７ 医薬品、血液の供給体制 
 １ 医薬品等の供給（県厚生部） 
（１）災害直後の初動期の医薬品等の供給 

（略） 
   不足する場合は、富山県医薬品卸業協同組合との「災害

時における医薬品等の供給等に関する協定書」に基づき、
及び薬業関係団体（富山県薬剤師会、富山県薬業連合会等）
や国の協力を得て、調達し供給する。 

 
 （２） （略） 
 ２ （略） 

 
 
 
 

不足する場合は、富山県医薬品卸業協同組合との「災害
時における医薬品等の供給等に関する協定書」及び富山県
医療機器協会との「災害時における医療機器等の供給に関
する協定書」に基づき、薬業関係団体（富山県薬剤師会、
富山県薬業連合会等）や国の協力を得て、調達し供給する。 

 
 
 
<各編共通> 
新たに協定
を締結した
ため 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第８～第 10 （略）   
第７節 （略）   
第８節 避難活動   
第１～第４ （略）   
第５ 避難所の設置・運営 
 １ 避難所の開設（市町村） 
 （１） （略） 
 （２）避難所を開設したときは、開設状況を速やかに県（災害

対策本部）及び地元警察署、消防署等関係機関に連絡する。 
   （追加） 
  
（３）～（６） （略） 

 
 
 
 
 
 ２ 避難所の運営（県総合政策局、県厚生部、県土木部、市町

村） 
 （１）～（４） （略） 
 （５）市町村は、避難所の運営における女性の参画を推進する

とともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮
するものとする。 

   （以下、略） 
（６）（略） 
（追加） 
 
 

 ３～４ （略） 

 
 
 
 （２）避難所を開設したときは、開設状況を速やかに県（災害

対策本部）及び地元警察署、消防署等関係機関に連絡する。
また、県及び市町村は、避難所の混雑状況などが住民にわ
かるよう適切な媒体を用いて広報するものとする。 

 
 （７）市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支

援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に
県に報告し、県は、その情報を国に共有するよう努めるも
のとする。 

 
 
 
 

（５）市町村は、避難所の運営における女性の参画を推進する
とともに、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者
の視点等に配慮するものとする 

 
 
 （７）市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホーム

レスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れ
ることとする。 

 
 
 
<各編共通> 
混雑状況の
広報につい
て追記 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
<各編共通> 
「富山県人権教
育・啓発に関す
る基本計画」に
おいて「性的指
向、性自認」と
して重要課題項
目に位置付けら
れ、性的少数者
の方に対する理
解と配慮が必要
であるため。 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第６ 要配慮者の支援   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 １～２ （略） 
 ３ 外国人の支援対策（県観光・交通・地域振興局、市町村、

報道機関） 
 （１）～（２） （略） 

 
 ３ 外国人の支援対策（県総合政策局、県観光・交通振興局、

市町村、報道機関） 
 

 
<地・風・雪> 
県機構改革
に伴う変更 
 
 

第７ （略）   
第８ 飼養動物の保護等 
 １ 飼養されていた家庭動物の保護等（市町村、県厚生部） 
 （１） （略） 
 （２）避難所における家庭動物の収容及び適正な飼養 
   飼い主とともに避難所に避難した家庭動物については、市

町村は、「富山県動物同行避難所等運営マニュアル」に基づ
き、避難所の隣接地にその動物の収容所を設置するなど、で
きる限り避難場所での収容を可能とするよう努める。 

   （追加） 
 
 
 

また、県は、動物の収容所を設置する市町村及び動物愛護
団体等と協力して、飼い主とともに避難した家庭動物につい
て適正な飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の
維持に努める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のた
めの避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動
物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努め
るものとする。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第９節 交通規制・輸送対策   
第１ （略）   
第２ 緊急交通路の確保 
１～２ （略） 
３ 緊急航空路の確保（県総合政策局） 

災害時には､ヘリコプター等による被害状況の把握､人員･
物資の輸送を迅速に行う必要がある。 

   このため、県災害対策本部航空班は、ヘリコプターの運航 
状況やヘリポート・場外離着陸場の位置、面積、使用条件な
どヘリコプターに関する情報を管理している「ヘリコプター
運航管理システム」を活用し、ヘリコプターによる迅速かつ

 
 
 

災害時には､ヘリコプター等による被害状況の把握､人員･
物資の輸送を迅速に行う必要がある。 
このため、県災害対策本部航空運用調整班は、ヘリコプタ

ーの運航状況やヘリポート・場外離着陸場の位置、面積、使
用条件などヘリコプターに関する情報を管理している「ヘリ
コプター動態管理システム」を活用し、ヘリコプターによる

 
 
 
<地・風・雪> 
「富山県緊
急消防援助
隊 受 援 計
画」に準拠 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
効率的な人員・物資輸送を行う。 迅速かつ効率的な人員・物資輸送を行う。  

第３ （略）   
第４ 輸送車両、船舶、航空機の確保 
 １ （略） 
 ２ 輸送手段（県総合政策局、県観光・交通・地域振興局、各

鉄道事業者、自衛隊、伏木海上保安部） 
   （略） 
 ３～４ （略） 

 
 
 ２ 輸送手段（県総合政策局、県観光・交通振興局、各鉄道事

業者、自衛隊、伏木海上保安部） 
 

 
 
県機構改革
に伴う変更 
 
 

第 10節 （略）   
第 11節 廃棄物処理・防疫・食品衛生対策   
第１ （略）   
第２ ごみ、災害廃棄物の処理 
 １ （略） 
 ２ 災害廃棄物処理（県生活環境文化部、市町村） 

市町村等は、事前に定めた市町村災害廃棄物処理計画に
基づき、災害廃棄物の発生量や一般廃棄物処理施設の被害
状況、処理可能量等を把握して市町村災害廃棄物処理実行
計画を作成するとともに、仮置場の設置やその火災対策、
廃棄物の収集運搬、分別・処理・再資源化、アスベスト飛
散防止等の環境対策、住民等への啓発・広報、必要に応じ
た損壊家屋等の解体・撤去等を行うことにより、災害廃棄
物の円滑かつ迅速な処理を図る。 
（追加） 
 
 
 
県は、県災害廃棄物処理計画に基づき、災害発生時には

被害の状況を踏まえ、関係機関等との連絡調整を図りなが
ら災害廃棄物の処理のために県災害廃棄物処理実行計画
を策定する。また、県は基本的には県内市町村、近隣他県、
国及び民間事業者団体等との間で、災害廃棄物処理につい
ての調整機能を担うほか、市町村に対して必要な助言や技
術的支援を行う。ただし、甚大な被害を受けた市町村が自
ら災害廃棄物処理を行うことが困難な場合には、必要によ
り県が処理主体として直接処理を担うことがある。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄
物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等
と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなど
して、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 ３ 広域的な支援・協力（県生活環境文化部、市町村） 
    県は、市町村による相互の支援の状況をふまえつつ､他

市町村、(一社)富山県産業廃棄物協会及び(一社)富山県構
造物解体協会に協力を要請するとともに、これらの支援活
動の調整を行う。なお、大規模災害により、県内で処理を
行うことが困難な場合には、広域的な処理体制を確保する
ため、国や隣接県等に対して支援を要請する。（資料 「９
－11 ごみ処理施設一覧」） 

 
県は、市町村による相互の支援の状況をふまえつつ､他

市町村、(一社)富山県産業資源循環協会及び(一社)富山県
構造物解体協会に協力を要請するとともに、これらの支援
活動の調整を行う。なお、大規模災害により、県内で処理
を行うことが困難な場合には、広域的な処理体制を確保す
るため、国や隣接県等に対して支援を要請する。（資料 
「９－11 ごみ処理施設一覧」） 

 
<地・風・雪> 
組織名改称
のため 
 
 

第３ （略）   
第４ 防疫対策 
 震災に伴い、感染症が発生し、又はそのおそれがある場合は、
防疫対策の徹底を期するため、厚生センター及び市町村におい
て、災害防疫対策組織を設置し、速やかに災害防疫活動を実施す
る。 
（追加） 

 
 
 １～２ （略） 

 
 
 
 
 
市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合

は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策と
して必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第５ （略）   
第 12節～第 16節 （略）   
第 17節 ライフライン施設の応急復旧対策   
第１ 電力施設 
 １ 初動活動体制（北陸電力） 
 （１）～（２） （略） 
 ２ 情報の早期収集と伝達（北陸電力） 
 （１）～（３） （略） 
 ３ 広報サービス体制（北陸電力） 
 （略） 
 ４ 応急復旧活動（北陸電力） 
 （１）～（２） （略） 

 
１ 初動活動体制（北陸電力、北陸電力送配電） 

  
 ２ 情報の早期収集と伝達（北陸電力、北陸電力送配電） 
  
 ３ 広報サービス体制（北陸電力、北陸電力送配電） 
  
 ４ 応急復旧活動（北陸電力、北陸電力送配電） 
 

 
<地、風、雪> 
分社化のた
め 
 
 

第２～第５ （略）   
第 18節 公共施設等の応急復旧対策   
第１ （略）   
第２ 鉄道施設等（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道(株)、 第２ 鉄道施設等（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道(株)、 地鉄との合
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株)、富山ライ
トレール(株)、県観光・交通・地域振興局） 

 １～３ （略） 

富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株)、県観光・
交通振興局） 

 

併によりラ
イトレール
削除、県機
構改革によ
り変更 
 
 

第３ 社会公共施設等 
 地震発生により被災した医療施設、社会福祉施設等について
は、次のような迅速、的確な応急復旧措置をとり、被害の軽減を
図る。 
 （追加） 
  
 
 
 
 
 
 
１～５ （略） 

 
 
 
 
県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した

病院等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が
保有する施設の非常用電源の設置状況等を踏まえ、これらの施設
の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の
把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努めるも
のとする。 
県は、国、電力会社等と調整を行い、電源車等の配備先を決定

し、電力会社等は、電源車等の配備に努めるものとする。 

 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第 19節 （略）   
第 20節 教育・金融・労働力確保対策 
第１ （略） 
第２ 応急金融対策 
 １ （略） 
 ２ 金融機関による非常金融措置の実施（北陸財務局、日本銀

行、県商工労働部、県農林水産部） 
   震災時において、財務局、日本銀行及び県は、必要と認め

られる範囲内で、金融機関に対して、次の非常金融措置を実
施するよう要請する。 

（１） 非常金融措置の実施 
被災者の便宜を図るため、関係行政機関と協議のうえ、金

融機関に対し、次のような非常措置をとるよう要請する。 
 
ア～エ （略） 

 
 
 
 

２ 金融機関による金融上の措置の実施（北陸財務局、日本銀 
行、県商工労働部、県農林水産部） 
 災害時において、財務局、日本銀行及び県は、必要と認めら
れる範囲内で、金融機関に対して、次の金融上の措置を実施す
るよう要請する。 
（１） 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

被災者の便宜を図るため、関係行政機関と協議のうえ、金
融機関又は金融機関団体に対し、次に掲げる措置その他の金
融上の措置を適切に講ずるよう要請する。 
 

 
 
 
 
<地・風・雪> 
日銀防災業
務計画の内
容に沿って

修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（追加） 

  
 （２）金融措置に関する広報 

金融機関の営業開始、休日営業、預貯金の便宜払戻措置及
び損傷日本銀行券・貨幣の引換え措置については、金融機関
と協力し速やかにその周知徹底を図る。 
 

第３ （略） 
 

オ 必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速
かつ適切な措置をとること。 

 （２）金融上の措置の実施等に関する広報 
金融機関による金融上の措置の実施に係る要請を行った

とき及び金融機関の業務運営の確保に係る措置を講じたと
きは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関および放送事
業者と協力して速やかにその周知徹底を図る。 

第 21節 （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第４章 地震・津波災害復旧対策    
第１節 民生安定のための緊急対策   
第１ 被災者の生活確保 
 １～７ （略） 
 ８ 失業者（休業者）の生活の安定対策等（富山労働局、県厚

生部、県商工労働部、富山県社会福祉協議会、北陸労働金庫） 
 （１）～（３） （略） 
 （４）離職者に対する生活資金の支援 
  ア （略） 
  イ 離職者支援資金の融資 
    失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、自立

を支援するため、再就職までの間、生活資金の融資を行う。 
 
 
 

（ア） 貸付対象者 次のすべてを満たす世帯の者 
① 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった

世帯であること 
② 生計中心者が就労の可能な状態にあり、求職活動等

仕事に就く努力をしていること 
③ 生計中心者が就労することにより世帯の自立が見込

めること 
 

④ 生計中心者が離職の日から２年（特別な場合は３年）
を超えていないこと 

 
⑤ 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に

係る求職者給付を受給中でないこと 
 
  （イ）貸付期間 貸付けを希望する月から 12月以内の期間 
          ただし、当該期間内であって、次の期間は

除かれる。 
① 離職の日から２年（技能取得等の特別の場合は３年）

を経過した日の属する月の翌月以降 
② 就職した日の属する月の翌々月以降 

 
 
 
 
 
 
 
  イ 総合支援資金の貸付 
    失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立

て直しのために継続的な相談支援（就労支援、家計指導等）
と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うこと
により自立が見込まれる世帯に対し、生活福祉資金（総合
支援資金）貸付けを行う。 

（ア） 貸付対象者 次のすべてを満たす世帯の者 
① 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活

に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること 
② 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能

であること 
③ 現に住居を有していること又は生活困窮者住宅確保

給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれる
こと 

④ 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行う
ことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、
償還を見込めること 

⑤ 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等
の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることがで
きず、生活費を賄うことができないこと 

（イ） 貸付期間 原則３月以内 
      （だたし、就職に向けた活動を誠実に実施している場合など

においては、最長 12月まで延長可能） 

    （削除） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
離職者支援
資金が総合
支援資金に
改められた
ことに伴う
変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（ウ）貸付限度額 月額 20 万円、ただし単身世帯にあって  

は月額 10万円 
（エ）償還期間  貸付期間の終了後６月以内の据置期間 
         経過後、７年以内 
（オ）利率    年３％。ただし据置期間中は無利子 
（カ） （略） 

 ９ （略） 
 10 罹災証明書発行体制の整備（県厚生部、市町村） 
  （略） 

また、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書
の交付について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・
資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、当該市町村
に対し必要な支援を行うとともに、被害が複数の市町村にわ
たる場合には、調査・判定方法にばらつきが生じることのな
いよう、定期的に、各市町村における課題の共有や対応の検
討、各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等により、被
災市町村間の調整を図るものとする。 
（追加） 

 
 
 
 
 11～12 （略） 

（ウ）貸付限度額 月額 20 万円、ただし単身世帯にあって  
は月額 15万円 

（エ）償還期間  貸付期間の終了後６月以内の据置期間 
         経過後、10年以内 
（オ）利率    年 1.5％。ただし保証人がいれば無利子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に
係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に
当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配
信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるよ
うな工夫をするよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<各編共通> 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２ （略）   
第３ 税の徴収猶予及び減免等 
 １ 県の措置（県経営管理部） 
（１） 期限の延長 
 ア （略） 

  イ ア以外の場合は、納税者等の申請により災害が収まった 
日から納税者については２か月以内、特別徴収義務者につ
いては 30日以内において期限を延長する。 

 （２）～（３） （略） 
 （４）減免等 
    被災した納税者等に対し、各税目（個人の県民税、地方

消費税、県たばこ税及びゴルフ場利用税を除く）ごとに法

 
 
 
 
  イ ア以外の場合は、納税者等の申請により災害がやんだ 

日から納税者については２か月以内、特別徴収義務者につ
いては 30日以内において期限を延長する。 

 
 

被災した納税者等に対し、各税目（個人の県民税、地方
消費税、県たばこ税及びゴルフ場利用税を除く。）ごとに

 
 
 
<地・風・雪> 
法令用語等
に準じて修
正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
令等の規定に基づき、減免及び納入義務の免除等を行うほ
か、災害復旧資金借入又は県営住宅入居等に必要な納税証
明書の交付申請手数料についても減免を行う。 

 ２ （略） 

法令等の規定に基づき、減免及び納入義務の免除等を行う
ほか、災害復旧資金借入又は県営住宅入居等に必要な納税
証明書の交付申請手数料についても減免を行う。 

第４ （略）   
第２節 （略）   
第３節 公共土木施設の災害復旧計画   
第１～第２（略）   
第３ 大規模災害時等における災害復旧事業の国等による代 

行制度の活用（北陸地方整備局、県土木部、市町村） 
 １ （略） 
 ２ 指定区間外の国道 

指定区間外の国道において、工事が高度の技術を要する場
合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認
める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、
必要に応じて国による災害復旧事業の代行を要請し、災害復
旧に関する工事を行う。 

 ３ 重要物流道路等 
重要物流道路及びその代替・補完路において、実施に高度

な技術又は機械力を要する工事については、必要に応じて国
による災害復旧事業の代行を要請し、災害復旧に関する工事
を行う。 

 ４ （略） 

 
 
 
  ２ 県管理道路及び市町村道 
    指定区間外の国道、県道及び市町村道において、工事が

高度の技術を要する場合又は高度の機械力を使用して実
施することが適当であると認める場合においては、必要に
応じて国による災害復旧事業の代行を要請し、災害復旧に
関する工事を行う。 

  （削除） 
 
 
 
 
３ （略） 

 
 
<地・風・雪> 
令和 2 年 5
月 20 日 道
路法等の一
部を改正す
る法律の成
立による権
限代行の適
用範囲の拡
大に伴う変
更 
 
 

   
 


